
 

 

 

令和８年度のスタート 

校長 木村 健治 

校庭では桜の木がやわらかい桃色の花を満開に咲かせ、その根元にはタンポポ、シロツメクサ、ニラ
バナが品よく花を開いています。令和 8 年度の春がやってきました。 

４月８日に着任式で３名の新しい先生方をお迎えし、私も校長として着任しました。その後始業式を
行い、今年度子供たちに大切にしてほしいことを３つ話しました。この３つは昨年の校長先生が話した
ことですが、とても大切なことなので私も話をさせていただきました。その３つの話を紹介させていた
だきます。 

 
① 進んであいさつをすること 
あいさつは、ただ言葉を交わすだけでなく、相手の気持ちを明るくする力があります。友達や先生に

自分から「おはよう」と言ってみると、相手も笑顔になり、自分も気持ちよくなります。まずは、自分
から元気にあいさつできるかどうか、試してみましょう。 

② 友達のがんばっているところやよいところを見つけること 
友達が頑張っていることや得意なことに気づくと、「すごいね」と声をかけたくなります。そんな一言

が、友達をもっとがんばらせ、自分も嬉しくなります。友達だけでなく、自分のよいところにも目を向
けて、小さな成長を大事にしていきましょう。 

③ 規則正しい生活を心がけること 
毎日元気に学校で活動するためには、体と心の準備が大切です。夜はしっかり寝て、朝はすっきり起

きて朝ごはんを食べると、頭も体もよく動きます。自分の生活をちょっと意識して、毎日を元気に過ご
してみましょう。 

 
４月１０日の入学式では、新入生児童〇名を迎え、全校児童〇〇名、教職員〇〇名で令和８年度がス

タートしました。入学式を前に、子供たちは教室の飾りつけや清掃、椅子の準備などに積極的に取り組
み、新入生を温かく迎えるために力を合わせて準備しました。当日、新入生は一人ひとり元気に返事を
し、初めての学校生活への期待と頼もしさが伝わってきました。式では全校児童による言葉や歌、ダン
スの発表が新入生を迎える喜びをさらに引き立て、学校全体に和やかで明るい雰囲気が広がりました。 

今年度も学校教育目標「たくましく かしこく すすんでやさしく」を掲げ、知・徳・体のバランス
のとれた子供を育てることを目指して、教職員一同、一丸となって教育活動に取り組んでまいります。
小規模校ならではのよさを生かし、一人ひとりの成長や個性に寄り添った指導を心がけていきます。 

保護者の皆様、地域の皆様におかれましては、本年度も学校の教育活動へのご理解とご協力を賜りま
すよう、よろしくお願い申し上げます。 
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※ＳＣはスクールカウンセラー安塚先生の勤務日です。心配なことがあれば相談できますので、お問い合わ

せ下さい。ＡＭは８：４０～、ＰＭは１３：００～となります。 

 

＜入学式＞ 

 

 

 

 

 

 

 

１０日（金）、入学式を滞りなく終えることができました。今年度は５名の新入生が入学しました。

緊張した様子でしたが、6 年生に手を引かれて入場。呼名では、元気よく返事をして起立することが

できました。６年生が「お迎えの言葉」で高洲四小のことを紹介したり、２～６年生全員で歌や可愛

らしいダンスをプレゼントしたりするなど、微笑ましい時間となりました。 

また、入学式前日には、５・６年生が１年生を迎え入れるための準備を一生懸命行う姿が見られ、

今年度、高学年として高洲四小を支える頼もしさを感じました。５・６年生の皆さん、ありがとうご

ざいました！！ 

＜４・５月の行事予定＞ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＜給食費について 千葉市教育委員会より＞ 

 千葉市では、本年度より 1 食当たり給食費を改訂し、1～3 年生は３５０円、４～6 年は３７４円と

なりますが、令和８年度については、国交付金を活用し保護者負担は０円にします 

 

＜学校における合理的配慮の提供について＞ 

 平成２８年４月１日から公立学校において、合理的配慮の提供が義務となっております。合理的配慮

は、子供に合った必要かつ適当な変更及び調整で、特定の場面において必要とされ、過度な負担を課さ

ないものです。学校に合理的配慮の提供を求める場合には、学校（学級担任）に申し出ください。 

 

＜学校・家庭間連絡システム「すぐーる」について＞ 

 １年生は、登録が必要となりますので、入学式での配付物を確認し、早めの登録をお願いいたします。 

 また、「すぐーる」での欠席等の連絡の際は、必ず備考欄に「欠席」や「遅刻」等の理由を記入し

てください。尚、記入がない場合には、学校から電話を入れることがあります。ご協力をお願いし

ます。欠席等の連絡は、８：００までにお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

＜学校だよりの発行日とＨＰ「四小ダイアリー」について＞ 

学校だよりの発行は各月の中旬頃です。学校からのお知らせやお子さんたちの活動の様子をお伝えす

るとともに、予定が立てやすいよう翌月の行事についても掲載いたします。また、学校ホームページに

「四小ダイアリー」を開設しています。学校での様々な子供たちの様子についてお伝えしています。ぜ

ひご覧になってください。尚、写真については個人が特定されるものの使用はしません。 

 

※児童〇〇名 〇学級でスタートします。  

子供たちの笑顔のために頑張っていきます。本年度もよろしくお願いします。 

例・・・「〇〇のため」 

病欠の場合：発熱・風邪・咳・のどの痛み・腹痛・通院   など 

都合欠の場合：家事都合  など 

遅刻の場合：〇〇の病院に行くため△△時ころ学校へ行きます。 

      〇〇のため様子を見ます。△△時ころ学校へ行きます。欠席する場合は、改めて連絡し

ます。  （改めての連絡の場合は、電話でお願いします。） 



＜保護者来校時のお願い＞ 

 遅刻してお子さんを連れてくるときや早退でお迎えに来るとき、日中や放課後など用事があるときな

ど、学校に来ることがあると思います。その際、防犯対策のため以下のお願いをこれまでしてきました。

新年度を迎え、改めて確認をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 ※ご家庭の事情等により、お子さんが遅刻や早退をする場合は安全面の観点（登下校中の事故防止や

不審者対応等）から学校まで必ず送り・迎えをお願します。 

 

＜子どもにこにこサポート＞ 

  千葉市教育委員会では、学校におけるいじめや体罰、性的な嫌がらせ、家庭内での虐待などの問題

に対応するために、千葉市の小学校・中学校・中等教育学校・特別支援学校・高等学校の児童生徒に

「子どもにこにこサポート」の手紙相談の用紙（切手不要）を配布し、子どもを取りまく様々な問題

の解決に取り組んでいます。相談用紙は年４回（４月、７月、10 月、12 月）学校を通して配付して

います。また、児童生徒がいつでも相談できるように学校の所定の場所や千葉市の公民館にも置いて

あります。千葉市教育委員会のホームぺージから相談用紙をダウンロードすることもできます。なお、

児童生徒からの電話での相談も受け付けています。本事業についてお子様にご紹介ください。 

 

＜学校への問い合わせ・電話について（千葉市教育委員会より）＞ 

以前よりお知らせしておりますが、文部科学省より「学校における働き方改革」の取組の一つとし

て、千葉市では、各学校における電話対応の時間を以下の通りとしております。ご理解ご協力をお願

いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学校への問い合わせ（来校・電話）は、基本的に勤務時間（８：００～１６：３０）にお願いしま

す。 

・緊急時（欠席連絡等）や相談（いじめ・進路当）がある電話は、原則 

小学校・特別支援学校は７：３０～１８：００ 

中学校・市立高校は、 ７：３０～１９：００にお願いします。 

・上記以外の時間と土日祝日や休校日には、自動応答電話装置で対応させていただきます 

※自動応答電話装置の対応日時（千葉市の原則時間） 

 小学校・特別支援学校：平日の１８：００～７：３０、土日祝日・休校日 

 中学校・市立高校  ：平日の１９：００～７：３０、土日祝日・休校日 

〇来校時の名札の着用（名札の着用がない方は、職員が声をかけさせていただくことがあります。） 

〇出入口は職員玄関のみ（昇降口での出入りは、ご遠慮願います。） 

〇事務室での受付（名簿に名前、来校時刻・退校時刻の記入） 

  ※事務室（不在時は職員室）の職員に要件をお伝えください。 


